
平
成
十
三
年
五
月
十
日
に

鳥
取
市
に
転
入
し
た
六
十

八
歳
の
者
で
す
が
、
保
険
料
お

よ
び
支
払
い
方
法
は
ど
う
な
り
ま

す
か
？介

護
保
険
料
は
、
転
入
さ

れ
た
月
（
五
月
）
分
か
ら

の
月
割
に
な
り
ま
す
。

特
別
徴
収
の
対
象
者
は
、
老
齢

（
退
職
）
年
金
を
単
独
で
年
額
十

八
万
円
以
上
受
給
し
て
お
り
、
四

月
一
日
時
点
で
鳥
取
市
に
住
所
が

あ
る
人
で
す
。
年
度
の
中
途
で
の

年
齢
到
達
や
転
入
し
た
人
は
、
今

年
度
は
普
通
徴
収
に
な
り
ま
す
。

■
ご
注
意
く
だ
さ
い

年
金
の
「
現
況
届
け
」
の
提
出

を
忘
れ
る
と
、
年
金
の
支
給
が
停

止
さ
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
、
介
護

保
険
料
の
引
き
去
り
が
で
き
な
い

た
め
、
普
通
徴
収
に
な
り
ま
す
。

特
別
徴
収
の
条
件
に
当
て
は
ま

ら
な
い
人
は
、
普
通
徴
収
に
な
り

ま
す
。

■
支
払
い
方
法

四
・
六
・
八
月
に
受
け
取
る
年

金
か
ら
二
月
の
年
金
引
き
去
り
額

と
同
額
の
保
険
料
を
引
き
去
り
し

て
納
め
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

（
仮
徴
収
）

十
・
十
二
・
翌
年
二
月
は
、
前

年
の
所
得
に
よ
り
算
出
し
た
保
険

料
額
か
ら
、
四
・
六
・
八
月
に
仮

徴
収
し
た
保
険
料
額
を
差
し
引
い

た
残
額
を
三
回
に
振
り
分
け
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す
。

平
成
十
二
年
五
月
十
二
日

に
六
十
五
歳
の
誕
生
日
を

迎
え
、
第
一
号
被
保
険
者
の
資
格

を
得
た
の
で
す
が
、
保
険
料
の
支

払
方
法
は
ど
う
な
り
ま
す
か
？

年
齢
到
達
、
転
入
な
ど
に

よ
り
平
成
十
二
年
四
月
二

日
か
ら
平
成
十
三
年
四
月
一
日
ま

で
の
間
に
、
第
一
号
被
保
険
者
の

資
格
を
取
得
し
た
人
で
特
別
徴
収

の
条
件
に
適
合
す
る
人
は
、
四
月

か
ら
九
月
ま
で
は
　
普
通
徴
収
、

十
月
か
ら
特
別
徴
収
に
よ
る
支
払

い
に
な
り
ま
す
。

介
護
保
険
料
は
、
受
給
し
て
い

る
年
金
の
種
類
、
受
給
額
な
ど
に

よ
っ
て
、
支
払
い
方
法
が
特
別
徴

収
と
普
通
徴
収
に
分
か
れ
ま
す
。

ま
た
、
保
険
料
額
も
一
人
ひ
と

り
異
な
り
ま
す
の
で
七
月
上
旬
に

送
付
さ
れ
る
通
知
書
を
必
ず
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

■
対
象
と
な
る
人

老
齢
（
退
職
）
年
金
の
受
給
額

が
、
年
額
十
八
万
円
以
上
の
人

※
老
齢
福
祉
年
金
・
遺
族
年
金
・

障
害
年
金
・
恩
給
な
ど
は
特
別
徴

収
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん

（単位：円）
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Ａ

Ａ

Ｑ

介護保険ミニ講座

とっとり市報　④

第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 第5段階 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 第5段階

4月 1400 2100 2800 3600 4300

5月

6月 1400 2100 2800 3600 4300

7月 1000 2600 3100 3600 4100

8月 1000 1400 1900 2400 2900 1400 2100 2800 3600 4300

9月 1000 1400 1900 2400 2900

10月 2000 2800 3800 4800 5800 3000 4500 5900 7200 8800

11月 2000 2800 3800 4800 5800

12月 2000 2800 3800 4800 5800 2900 4300 5800 7200 8600

1月 2000 2800 3800 4800 5800

2月 2000 2800 3800 4800 5800 2900 4300 5800 7200 8600

3月

合　計 13000 19400 25900 32400 38900 13000 19400 25900 32400 38900

普 通 徴 収

※年度の途中で第1号被保険者の資格を取得した場合は、この表の金額とは異なります。
※平成12年度と13年度で所得段階が変わる場合、平成13年10月以降の特別徴収の額は、この表とは異なります。

特 別 徴 収

第１号被保険者（65歳以上の人）の納期別保険料支払額


